
分野 12 1

法律名

第３条 第６項 ⅲ

第１０条 第１項 ⅲ

第１０条 第３項 ⅲ

第１０条 第５項 ⅲ

第１０条 第６項 ⅲ

第１０条 第７項 ⅲ

第１０条の２ 第２項 ×

第１１条 公職選挙法の準用

第１２条 ×

第１３条 地方自治法の準用

第１４条 第２項 ⅲ

第１４条 第５項 ⅲ

第１４条 第６項 公職選挙法の準用

第２２条 第４項 準用規定

第２４条 第2項 準用規定

第２７条 ⅲ

第２９条 第２項 ア

第３５条 第２項 ⅲ

通番

農業委員会等に関する法律（昭和二十六年法律第八十八号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 2

法律名

第７条 第２項 ×

条 項

通番

有機農業の推進に関する法律（平成十八年法律第百十二号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 3

法律名

第７条 第５項 ×

第７条 第６項 ×

第７条 第７項 ×

第７条 第８項 ×

第９条 ×

条 項

通番

農業改良助長法（昭和二十三年法律第百六十五号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 4

法律名

第３条 第１項 ×

第３条 第２項 ×

第３条 第３項 ×

第３条 第４項 ×

第４条 第３項 ×

第５条 第３項 準用規定

通番

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成十一年法律第
百十号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 5

法律名

第６条 第１項 ×

第８条 ×

第１１条 ×

第１６条 第１項 ⅱ

条 項

通番

農業改良資金助成法（昭和三十一年法律第百二号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 6

法律名

第３条 第１項 ×

第３条 第２項 ×

第３条 第３項 ×

第３条 第４項 ×

第４条 第３項 ×

第４条 第５項 準用規定

第５条 第２項 ×

第５条 第４項 ×

第１５条 第４項 ×

第１８条 第２項 ×

条 項

通番

青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法（平成七年法
律第二号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 7

法律名

第７条 ⅱ

条 項

通番

農業近代化資金融通法（昭和三十六年法律第二百二号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 8

法律名

第２条 第１項 ×

第２条 第２項 ×

第７条 ⅱ

通番

農山漁村電気導入促進法（昭和二十七年法律第三百五十八号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 9

法律名

第５条の３ ２項 ×

第５条の３ ３項 ×

第５条の３ ４項 ×

条 項

通番

農業機械化促進法（昭和二十八年法律第二百五十二号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第３条 第５項 ×

第４条 第３項 準用規定

通番

特定農産加工業経営改善臨時措置法（平成元年法律第六十五号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 11

法律名

第４条 第２項 ×

第４条 第３項 ×

第４条 第５項 ×

第４条 第６項 ⅳ g

第４条 第７項 ×

第５条 第１項 ×

第７条 第１項 ×

第８条 第１項 ×

第８条 第２項 ⅰ

第８条 第３項 ⅰ

第８条 第４項 ×

第８条 第５項 ×

第９条 第１項 ⅰ

第９条 第２項 ×

備考

通番

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関す
る法律（平成五年法律第七十二号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 12

法律名

第４条 第２項 ×

第４条 第３項 ×

第５条 第２項 ×

第５条 第３項 準用規定

第８２条 第２項 ア

第８２条 第３項 ア

第８２条 第４項 ア

第８２条 第５項 ⅰ

通番

農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 13

法律名

第３条 第１項 ×

第３条 第２項 ×

第３条 第３項 ×

第３条 第４項 ×

第３条 第５項 ×

第３条 第６項 ×

第４条 第２項 ×

第４条 第３項 ×

第４条 第４項 ×

第４条 第５項 準用規定

第５条 第２項 ⅰ

第５条 第３項 ⅰ

第６条
農業振興地域の整備に関する法律、土

地改良法の準用

第７条 第３項 ×

第７条 第４項 ×

第７条 第６項 準用規定

第１２条 第２項 ×

備考

通番

市民農園整備促進法（平成二年法律第四十四号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第６条 第３項 ア 第87条の3第3項で準用

第６条 第３項 ア

第６条 第４項 ア

第６条 第５項 ア

第７条 第６項 ×

第８条 第１項 ⅰ

第８条 第２項 ×

第８条 第３項 ×

第８条 第４項 ⅰ

第８条 第５項 ⅰ

第８条 第６項 ⅰ

第９条 第２項 ア

第９条 第３項 行政不服審査法の準用

第９条 第４項 ア

第１０条 第１項 ⅰ

第１０条 第３項 ⅰ

第１８条 第１７項 ×

第２４条 第２項 ×

第３０条 第３項 ⅰ

第３０条 第５項 準用規定

第３９条 第４項 ア

第３９条 第６項 ⅳ e

第４１条 第４項 ア

第４７条 第２項 準用規定

第４８条 第８項 準用規定

第４８条 第９項 準用規定

第４８条 第１１項 ⅰ

第５２条 第９項 準用規定

第５２条の２ 第１項 ⅰ

第５２条の２ 第２項 ⅰ

第５２条の２ 第３項 ⅳ e

第５２条の２ 第４項 準用規定

第５２条の３ 第２項 準用規定

第５２条の４ 第１項 ⅰ

第５３条の４ 第２項 準用規定

通番

土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 14

法律名

通番

土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

第５４条 第４項 ⅰ

第５４条 第５項 ×

第５４条 第６項 ×

第５６条 第５項 準用規定

第５７条の２ 第４項 ×

第５７条の５ 第１項 ×

第５７条の８ 第１項 準用規定

第６７条 第３項 ⅰ

第６８条 第２項 準用規定

第７２条 第３項 ⅰ

第７２条 第５項 準用規定

第８４条 準用規定

第８５条 第４項 準用規定

第８５条の２ 第２項 ⅰ

第８５条の２ 第３項 ⅰ

第８５条の２ 第４項 準用規定

第８５条の２ 第５項 準用規定

第８５条の２ 第７項 ×

第８５条の２ 第９項 準用規定

第８５条の２ 第１０項 ×

第８５条の３ 第９項 準用規定

第８５条の４ 第２項 ×

第８５条の４ 第３項 準用規定

第８５条の４ 第４項 ×

第８６条 第１項 ⅰ

第８６条 第２項 ×

第８７条 第１項 ⅰ

第８７条 第２項 準用規定

第８７条 第３項 ×

第８７条 第４項 ×

第８７条 第５項 ア

第８７条 第６項 ア

第８７条 第７項 ア

第８７条 第８項 ア

第８７条の２ 第２項 ×



分野 12 14

法律名

通番

土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

第８７条の２ 第３項 ⅰ

第８７条の２ 第６項 ×

第８７条の２ 第７項 ×

第８７条の２ 第８項 ×

第８７条の２ 第１０項 準用規定

第８７条の３ 第１項 ⅰ

第８７条の３ 第２項 ⅰ

第８７条の３ 第４項 ×

第８７条の３ 第５項 ×

第８７条の３ 第６項 準用規定

第８７条の３ 第７項 ×

第８７条の３ 第１０項 準用規定

第８７条の３ 第１１項 ×

第８７条の３ 第１２項 ⅰ

第８７条の３ 第１３項 準用規定

第８７条の３ 第１５項 準用規定

第８９条の２ 第１項 ⅰ

第８９条の２ 第２項 準用規定

第８９条の２ 第３項 準用規定

第８９条の２ 第４項 準用規定

第８９条の２ 第５項 準用規定

第８９条の２ 第８項 準用規定

第８９条の２ 第９項 ⅰ

第８９条の２ 第１０項 準用規定

第８９条の２ 第１１項 ⅰ

第８９条の３ 第５項 国税通則法の準用

第９０条 第１１項 ア

第９０条 第１２項 ア

第９０条の２ 第５項 準用規定

第９０条の２ 第７項 準用規定

第９０条の２ 第８項 準用規定

第９１条 第４項 準用規定

第９１条 第６項 準用規定

第９１条の２ 第６項 準用規定

第９４条の６ 第２項 × 第９４条の１０第２項で準用



分野 12 14

法律名

通番

土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

第９５条 第３項 準用規定

第９５条 第４項 ⅰ

第９５条の２ 第３項 準用規定

第９６条 第１項 準用規定

第９６条の２ 第１項 ×

第９６条の２ 第２項 ⅰ

第９６条の２ 第３項 ⅰ

第９６条の２ 第４項 準用規定

第９６条の２ 第５項 準用規定

第９６条の２ 第６項 ×

第９６条の２ 第７項 ×

第９６条の３ 第１項 ×

第９６条の３ 第２項 ⅰ

第９６条の３ 第３項 ⅰ

第９６条の３ 第４項 準用規定

第９６条の３ 第５項 準用規定

第９６条の４ 第１項 準用規定

第９７条 第１項 ⅰ

第９７条 第３項 ⅰ

第９７条 第４項 ×

第９７条 第６項 ×

第９８条 第１項 ア

第９８条 第２項 ×

第９８条 第４項 ア

第９８条 第６項 ア

第９８条 第７項 行政不服審査法の準用

第９８条 第８項 ⅰ

第９８条 第９項 ×

第９８条 第１０項 ⅰ

第９８条 第１１項 ×

第９９条 第４項 ⅳ e

第９９条 第５項 ア

第９９条 第６項 ×

第９９条 第８項 ア

第９９条 第９項 行政不服審査法の準用



分野 12 14

法律名

通番

土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

第９９条 第１０項 ×

第９９条 第１１項 ア

第９９条 第１２項 ⅰ

第１００条 第２項 準用規定

第１００条の２ 第２項 準用規定

第１０１条 第１項 ⅰ

第１０１条 第２項 ⅰ

第１０２条 第１項 ⅰ

第１０２条 第２項 ⅰ

第１０２条 第３項 ×

第１０２条 第４項 ⅰ

第１０３条 第１項 ⅰ

第１０３条 第２項 ⅰ

第１０３条 第３項 ⅰ

第１０３条 第４項 ⅰ

第１０４条 第１項 ⅰ

第１０４条 第２項 準用規定

第１０５条 第１項 ⅰ

第１０７条 第１項 準用規定

第１０８条 第１項 ⅰ

第１１０条 第１項 ⅰ

第１１１条 第１項 準用規定

第１１３条の２ 第１項 ×

第１１３条の２ 第２項 ×

第１１３条の２ 第３項 ×

第１１８条 第４項 ア

第１１８条 第５項 ⅰ

第１１９条 ⅰ

第１２０条 ⅰ

第１２１条 第１項 ⅰ

第１２２条 第１項 ⅰ

第１２３条 第１項 ×

第１２５条の２ ×

第１３３条 ⅰ
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法律名

第４条 第１項 ×

第４条 第２項 ×

第４条 第３項 ×

第４条 第５項 ×

第４条 第７項 ×

第５条 第１項 ×

第５条 第３項 準用規定

第６条 第１項 ×

第６条 第２項 ×

第６条 第３項 ×

第６条 第４項 ×

第６条 第５項 ×

第６条 第６項 ×

第７条 第１項 ×

第７条 第２項 準用規定

第８条 第１項 ×

第８条 第２項 ×

第８条 第３項 ×

第８条 第４項 ×

第９条 第２項 ×

第１０条 第１項 ×

第１０条 第２項 ×

第１０条 第３項 ×

第１０条 第４項 ×

第１０条 第５項 ×

第１１条 第１項 ×

第１１条 第４項 ア

第１１条 第６項 ア

第１１条 第７項 行政不服審査法の準用

第１１条 第８項 ア

第１１条 第１０項 ⅱ

第１１条 第１２項 準用規定

第１２条 第１項 ×

第１２条 第２項 ×

第１２条の２ 第１項 ×

通番

農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 15

法律名

通番

農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

第１３条 第１項 ×

第１３条 第２項 ×

第１３条 第４項 準用規定

第１３条の２ 第３項 ⅰ

第１３条の２ 第４項 ⅰ

第１３条の２ 第５項 ⅰ

第１３条の３ 第１項 ⅰ

第１３条の３ 第２項 ⅰ

第１３条の３ 第３項 ⅰ

第１３条の４ 第２項 ⅰ

第１３条の４ 第３項 ⅰ

第１３条の４ 第４項 準用規定

第１３条の５ 第１項 土地改良法の準用

第１５条 第２項 ア

第１５条 第３項 ア

第１５条 第４項 ア

第１５条の２ 第３項 ×

第１５条の２ 第４項 ×

第１５条の２ 第６項 ×

第１７条 ×

第１８条 ×

第１８条の４ 第１項 ×

第１８条の５ 第１項 ×

第１８条の５ 第２項 ×

第１８条の６ 第２項 準用規定

第１８条の８ 第２項 準用規定

第１８条の１０ 第２項 ×

第１８条の１１ 第１項 ×

第１８条の１１ 第２項 ×

第１８条の１２ 第３項 ×
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法律名

第４条 第１項 ×

第４条 第２項 ×

第４条 第３項 ×

第４条 第４項 ⅳ e

第４条 第５項 ×

第４条 第７項 ×

第４条 第８項 準用規定

第５条 第２項 ×

第５条 第３項 ×

第５条 第４項 ×

第５条 第５項 ×

第５条 第６項 ×

第７条 第２項 ×

第７条 第３項 ×

第７条 第４項
農業振興地域の整備に関する法律の準

用

第９条 第１項 ×

第９条 第２項 ×

第１１条 第２項 ⅳ g

第１１条 第３項 ⅰ

第１２条
農業振興地域の整備に関する法律の準

用

備考

通番

集落地域整備法（昭和六十二年法律第六十三号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第６条 第２項 ×

第６条 第４項 ×

第６条 第５項 ×

第６条 第７項 ×

第１２条 第４項 ×

第１２条の２ 第３項 準用規定

第１３条 第２項 ×

第１３条の２ 第２項 ×

第１３条の２ 第３項 ア

第１７条 第１項 ×

第１７条 第２項 ×

第１８条 第１項 ×

第１８条 第２項 ⅰ

第１８条 第３項 ⅰ

第１８条 第５項 ⅰ

第１９条 ⅰ

第２３条 第３項 ×

第２３条 第６項 ×

第２３条 第８項 ×

第２３条の２ 第４項 準用規定

第２７条 第１項 ×

第２７条の２ 第１項 ×

第２７条の３ 第２項 ×

第２７条の１２ 第２項 ア

第２７条の１２ 第３項 ア

条 項

通番

農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第六十五号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 18

法律名

第４条 第２項 ⅳ e

第４条 第3項 ×

第４条 第４項 準用規定

第５条 ×

第６条 第１項 ×

第６条 第２項 ×

第６条 第３項 ×

第６条 第４項 ×

第６条 第５項 準用規定

第７条 第１項 ×

第８条 ×

第９条 第１項 ア

第９条 第２項 ア

条 項

通番

地力増進法（昭和五十九年法律第三十四号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 19

法律名

第３条 第１項 ×

第４条 第４項 ×

第４条 第５項 ×

第４条 第７項 ア

第５条 ア

第６条 ×

第７条 第１項 ×

第７条 第３項 準用規定

第８条 ×

条 項

通番

主要農作物種子法（昭和二十七年法律第百三十一号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 20

法律名

第２条の３ 第２項 ×

第２条の３ 第３項 ×

第２条の３ 第４項 ×

第２条の３ 第５項 ×

第２条の４ 準用規定

第４条 ×

第７条の２ ×

通番

果樹農業振興特別措置法（昭和三十六年法律第十五号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 21

法律名

第８条 第１項 ×

第８条 第２項 ×

第８条 第３項 ×

第８条 第４項 ×

第９条 第１項 ×

第９条 第２項 準用規定

条 項

通番

野菜生産出荷安定法（昭和四十一年法律第百三号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 22

法律名

第２９条 第４項 ×

第３０条 第４項 ×

第３０条 第６項 ア

第３０条 第７項 ×

第３１条 第７項 ×

第３３条 第１項 ア

第３３条 第２項 ア

第３４条 第３項 ア

第３５条 第２項 ×

通番

肥料取締法（昭和二十五年法律第百二十七号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 23

法律名

第６条の３ 第３項 ア 第１４条第５項で準用

第１３条 第３項 ⅰ

第１３条 第４項 ア

通番

農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 24

法律名

第２３条 第２項 ⅵ

第２４条 第２項 ⅵ

第２４条 第３項 ⅵ

第２４条 第４項 ×

第２４条 第５項 ×

第３１条 第２項 ⅵ

第３２条 第３項 ×

第３３条 第２項 準用規定

通番

植物防疫法（昭和二十五年法律第百五十一号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 25

法律名

第８５条 第１項 × 第８５条の７で準用

第８５条 第２項 × 第８５条の７で準用

第８５条 第５項 × 第８５条の７で準用

第８５条 第８項 ×
第８５条の７及び第８５条の８第３項で準

用

第８５条の３ 第２項 ×

第８５条の６ 第２項 ×

第８５条の８ 第１項 ×

第８５条の８ 第２項 ×

第８５条の９ 第２項 ×

第８５条の１０ 第１項 ×

第８７条の２ 第８項 地方自治法の準用

第９３条 第３項 ×

第９３条 第５項 準用規定

第１１１条の４ ×

第１１１条の７ 準用規定

第１２０条の１９ 第２項 ×

条 項

通番

農業災害補償法（昭和二十二年法律第百八十五号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 26

法律名

第７条 第２項 ア

条 項

通番

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和
三十年法律第百三十六号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 27

法律名

第１１条の３３ 第３項 ×

第1１条の３９ 第２項 ×

第１１条の４２ ×

第１１条の４６ 第３項 ×

第１１条の４６ 第４項 ×

第１１条の４６ 第５項 ×

第１１条の５０ 第２項 準用規定

第４４条 第３項 準用規定

第６０条 第１項 ⅰ

第６０条 第２項 ⅰ

第６１項 第１項 ア

第６１項 第４項 ア

第６４条 第３項 準用規定

第６５条 第３項 準用規定

第７０条 第２項 準用規定

第７１条 第２項 ⅰ

第７２条の１２の６ ⅰ

第８９条 第２項 ⅰ

第９４条 第１項 ⅰ

第９４条 第４項 ×

第９４条の２ 第４項 ×

第９５条の４ ×

条 項

通番

農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 28

法律名

第３条の３ 第２項 ×

第３条の３ 第３項 ×

第３条の３ 第４項 ×

第４条 第２項 ⅵ

第４条 第３項 ⅵ

第７条 第２項 ×

第８条 第２項 ×

第１６条 第２項 イ

第１７条 第１項 イ

第１７条 第３項 ア

第１８条 ア

第１９条 第１項 イ

第１９条 第３項 ア

第２５条 第１項 ×

第２６条 第１項 ×

第２６条 第３項 準用規定

第３１条 ×

第３５条 第２項 ア

通番

家畜改良増殖法（昭和二十五年法律第二百九号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 29

法律名

第２条の３ 第２項 ×

第２条の３ 第３項 ×

第２条の３ 第４項 準用規定

第２条の３ 第５項 ×

第２条の４ 第２項 ×

第２条の４ 第３項 準用規定

第２条の５ ×

第３条 第２項 ×

第３条 第３項 ×

第４条 第２項 準用規定

第５条 ×

第７条 第２項 ×

第８条 ×

第１０条 第２項 ×

第１２条 第２項 準用規定

第２０条 ア

第２１条 第１項 ア

第２２条 ア

第２４条 第３項 ア

第２５条 第２項 ア

条 項

通番

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和二十九年法律第百八十二号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 30

法律名

第５条 第２項 ア

第７条 第４項 ×

第７条 第５項 ⅳ e

第７条 第６項 ア

第８条 第２項 ⅳ e

第１０条 第２項 ⅳ e

第１０条 第３項 ×

第１０条 第４項 ⅳ e

第１６条 第２項 ア

条 項

通番

養鶏振興法（昭和三十五年法律第四十九号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 31

法律名

第３条の２ 第２項 ⅵ

第４条 第４項 ×

第４条の２ 第３項 ⅵ

第４条の２ 第４項 ×

第４条の２ 第５項 ⅵ

第４条の２ 第６項 ⅵ

第５条 第２項 ⅵ

第５条 第３項 ×

第５条 第５項 ×

第６条 第２項 準用規定

第８条 ア

第１２条の２ ×

第４８条の２ 第１項 ⅳ a

第５３条 第３項 ×

第５４条 ア

第５８条 第４項 ×

条 項

通番

家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 32

法律名

第６条 第２項 ⅵ

通番

牛海綿状脳症対策特別措置法（平成十四年法律第七十号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 33

法律名

第６条 第２項 ア

第８条 第２項 ×

第８条 第３項 ×

第８条 第４項 ×

第９条 第３項 ×

第１０条 第３項 準用規定

条 項

通番

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成十一年法律
第百十二号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 34

法律名

第２８条 第２項 ×

第５６条 第６項 ア

第５６条 第７項 ×

通番

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十八年法律第三
十五号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 35

法律名

第３条 第１項 ×

第３条 第２項 ×

第３条 第４項 ア

第３条 第５項 ×

第３条 第６項 準用規定

第４条 第１項 ×

第５条 ×

第６条 第３項 ア

第７条 第２項 ×

第９条 第２項 ×

第１２条 第２項 準用規定

第１３条 第２項 ×

第１４条 ⅰ

通番

牧野法（昭和二十五年法律第百九十四号）

備考条 項
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 36

法律名

第３条 第２項 イ

第４条 イ

第４条の２ 第１項 ×

第４条の２ 第２項 ア

第５条 ア

第６条 第２項 ア

第７条 第１項 イ

第１１条の３ 第２項 ア

条 項

通番

家畜商法（昭和二十四年法律第二百八号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 37

法律名

第５条 ×

第６条 ×

第７条 第１項 ア

第７条 第２項 ア

第１８条 第１項 ×

第１９条 第２項 ×

第２１条 第１項 ×

第２１条 第２項 ×

第２２条 第２項 ×

第２２条 第３項 準用規定

第２３条 ×

第２４条 第１項 ×

第２４条 第２項 ×

第２４条 第３項 ×

第２５条 ×

第２６条 第２項 ×

第２７条の２ 第２項 ×

第２７条の２ 第３項 ×

第２７条の２ 第４項 ×

第２９条 第３項 ア

第３１条 第１項 ア

第３１条 第２項 ア

条 項

通番

家畜取引法（昭和三十一年法律第百二十三号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 38

法律名

第２１条 第４項 ×

第２１条 第５項 ア

条 項

通番

獣医師法（昭和二十四年法律第百八十六号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 12 39

法律名

第８条 第３項 ア

第１１条 第２項 ×

第１１条 第３項 ×

第１１条 第４項 ×

第１４条 第３項 ×

通番

獣医療法（平成四年法律第四十六号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断


